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【届出の対象とした募集有

価証券の種類】

有価証券信託受益証券

【届出の対象とした募集金額】 申込期間（2024年12月４日から2026年１月21日まで）

各本受益権（以下に定義する。）ごとに、500億円を上限とする。

＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出する

ことによって更新される。

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年11月11日付で提出した有価証券届出書（訂正を含む。）の記載事項のうち、追完情報に追加すべき

事項が生じましたので、関連する事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

第三部　追完情報

２　有価証券報告書等の提出日以後に生じた重要な事実

 

３【訂正箇所】

（注）訂正箇所は、主要な財務数値の箇所を除き、＿＿罫で示しております。

 

第三部【追完情報】

２　有価証券報告書等の提出日以後に生じた重要な事実

 

＜訂正前＞

2025年２月５日に発表された本外国指標連動証券の保証会社である野村ホールディングス株式会社の2025

年３月期第３四半期決算短信に含まれる主要な財務数値は以下のとおりである。

 

四半期連結財務諸表

 

本財務情報は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基

準第５条第４項および米国において一般に公正妥当と認められた会計原則（ただし、同基準第５条第５項

に定める記載の省略を適用）に準拠して作成されている。

また、本財務情報は、原則として、野村ホールディングス株式会社の2024年３月期の有価証券報告書

（2024年６月26日提出）および様式20-F（2024年６月26日に米国証券取引委員会に提出された年次報告

書）の注記で開示した会計方針に従って作成されている。
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（１）四半期連結貸借対照表
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（２）四半期連結損益計算書
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（３）四半期連結包括利益計算書

 

 

（４）重要な後発事象

野村ホールディングス株式会社の連結子会社である野村プロパティーズ株式会社は、決算日後、同社が

保有する東京都港区高輪二丁目に所在する土地および建物を売却する不動産売買契約を締結した。この結

果、当該不動産の引渡日が属する連結会計期間（2025年３月期第４四半期または2026年３月期第１四半

期）の連結財務諸表上、税引前四半期純利益に約560億円が計上される見込みである。

 

 

＜訂正後＞

2025年４月25日に発表された本外国指標連動証券の保証会社である野村ホールディングス株式会社の2025

年３月期決算短信に含まれる主要な財務数値は以下のとおりである。

 

連結財務諸表

 

本財務情報は、原則として、野村ホールディングス株式会社の2024年３月期の有価証券報告書（2024年

６月26日提出）および様式20-F（2024年６月26日に米国証券取引委員会に提出された年次報告書）の注記

で開示した会計方針に従って作成されている。
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（１）連結貸借対照表
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（２）連結損益計算書
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（３）連結包括利益計算書
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（４）連結資本勘定変動表
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（５）連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

（６）重要な後発事象

（マッコーリー・グループの資産運用会社の買収）

2025年４月22日、野村ホールディングスはMacquarie Management Holdings, Inc.、 Macquarie

Investment Management Holdings (Luxembourg) S.à.r.l.、およびMacquarie Investment Management

Holdings (Austria) GmbHの全持分を取得する持分譲渡契約を締結した。当該持分の譲渡は、所定の規制当

局の承認を経て、2025年12月末までに完了する予定であり、完了時点でこれらの会社は野村ホールディン

グスの連結子会社となる。
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この取引は編纂書805「企業結合」に基づき企業結合として会計処理され、のれんの金額も含めて決定さ

れる予定である。取得対価は現金で約18億米ドル（約257十億円（１米ドル＝142.80円換算））の見込みで

あり、譲渡完了時点の対象事業の預り資産の金額や運転資本、負債等の状況により取得対価は調整される

可能性がある。野村グループは現在、本企業結合に関連する会計処理の分析を行っている。

 

買収完了後、野村グループは取得した事業をインベストメント・マネジメント部門の報告セグメントに

含める予定である。

 

（連結子会社の固定資産の譲渡）

野村グループは、保有資産の有効活用を目的として、2025年４月10日に、東京都港区高輪二丁目に所在

する土地および建物を譲渡した。この結果、2026年３月期第１四半期の連結財務諸表において、売却益と

して約560億円が計上される見込みである。

 

（自己株式の取得）

野村ホールディングスは、2025年４月25日開催の取締役会において、会社法第459条第１項の規定による

定款の定めに基づき、自己株式の取得にかかる事項を決議した。

 

(1)自己株式の取得を行う理由

    資本効率の向上および機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とし、また株式報酬として交付する株

式へ充当するため。

 

(2)取得にかかる事項の内容

  ①取得対象株式の種類

    普通株式

  ②取得する株式の総数

    １億株（上限）（発行済株式総数に対する割合3.2％）

  ③株式の取得価額の総額

    600億円（上限）

  ④取得期間

    2025年５月15日～2025年12月30日

   　（ただし、野村ホールディングスの各四半期決算発表日の翌営業日より10営業日の間は取得を行わ

ない。）

  ⑤取得方法

    信託方式による市場買付

   　（信託契約の締結の時期およびその内容（買付開始時期含む）その他本件自己株式取得に関して必

要な事項については、代表執行役または財務統括責任者に一任する。）

 

（新部門の設立）

野村グループは、2025年４月１日付で「バンキング部門」を新設した。
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